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伊予市電気自動車充電機器設置事業プロポーザル実施要領 

 

令和６年３月２１日 

 

１ 目的 

 電気自動車（以下「ＥＶ」という。）の充電機器を伊予市（以下「市」という。）が

所有する施設に設置することにより、脱炭素社会の実現及びＥＶの普及に寄与する利

用環境の設備を行うことを目的とする。 

 

２ 募集概要 

 ⑴ 事業名称 

   伊予市電気自動車充電機器設置事業（以下「本事業」という。） 

 ⑵ 事業内容 

 事業者は、市が所有する施設の駐車場を活用し、事業者の自己資本によりＥＶ充

電機器の整備に必要な配線工事等を含む充電機器一式（以下「ＥＶ充電機器等」と

いう。）の設置、維持管理及び事業運営を行う。 

 市は、所有する施設の駐車場を事業者に貸し付け、ＥＶ充電機器等の設置に伴う 

用地の使用を許可する。 

 なお、本事業の詳細は、別紙「伊予市電気自動車充電機器設置事業仕様書（以下

「仕様書」という。）」のとおりとする。なお、仕様書は事業に必要と思われる事項

を示したものであり、仕様書に記載のない事項についての提案を妨げるものではな

い。 

 事業内容は、本プロポーザルにより選出された事業者の協定締結に向けた詳細協

議及び調整を行った上で確定する。 

⑶ 事業の期間 

 事業期間は、ＥＶ充電機器の利用を開始した日から選定された事業者との協議に

おいて決定するものとする。なお事業期間終了後の取り扱いは双方の協議によるも

のとし、協議の結果、当該契約期間を延長することを妨げないものとする。 

⑷ 行政財産使用料 

 ＥＶ充電機器を設置する用地等に係る行政財産の目的外使用料については、伊予

市行政財産の目的外使用に関する使用料条例（平成 17年条例第 76号）第５条の

規定を適用し、免除とする。 
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３ 参加資格 

本実施要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること。 

⑴ 法人格を有している者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当する者でないこと。 

⑶ 仕様書に示す事業を履行する能力を有すること。 

⑷ EV充電サービス事業について精通していること。 

⑸ 次の要件を満たすこと。 

ア 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続きの開始申立てを

している者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続きの開

始申立てをしている者でないこと。 

イ 国税、地方税を滞納している者でないこと。 

ウ 当該募集事業に類似する事業を１年以上営んでいること。 

ヱ 伊予市暴力団排除条例（平成 23年伊予市条例第 30号）第 2条第 1号から第

3号までの規定に該当していない者であること。 

オ 公募開始から契約締結に至るまでの期間において、伊予市建設工事等指名停止

及び指名回避措置要綱（平成 17年伊予市訓令第 79号）又は伊予市建設工事低

価格入札者排除措置要綱（平成 22年伊予市訓令第 20号）に基づいて伊予市長

が行う指名停止及び指名回避又は排除措置の期間中でないこと。 

 

４ 実施要領等の配布 

実施要領等について、印刷物での配布は行わないので、本市ホームページよりダウ

ンロードすること。 

      ホームページアドレス（http://www.city.iyo.lg.jp） 

  

５ 参加申込の手続き 

⑴ 申込期間  令和６年３月２１日（木）から令和６年３月２９日（金）まで 

⑵ 申込場所  伊予市役所 産業建設部環境政策課 

住所：〒７９９－３１９３ 伊予市米湊 820番地 庁舎２階 

電話：０８９－９０９－６３３８ 

⑶ 提出書類  「６．提出書類 １～５」の書類を提出すること。 

⑷ 提出部数  各６部（正本１部・副本５部） 

⑸ 提出方法  ⑵の申込場所に持参又は郵送すること。（信書の郵送に適する方法） 

持参の場合は９時～１７時（土日、祝日を除く。）とする。 
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６ 提出書類 

提出する書類は、次のとおりとする。 

 

 

7 実施要領等に関する質問・回答・公表 

⑴ 受付期間  公募開始の日より令和６年３月２６日（火）１７時必着 

⑵ 受付方法   

質問書（様式第２号）に基づき質問事項を記載し、電子メールで提出するもの

とし、電話・来庁・ＦＡＸ・口頭等での質問は受付けないものとする。なお、質

問は、実施要領、事業仕様書に関するものに限り受付けるものとする。 

件 名：伊予市電気自動車充電機器設置事業質問書（企業名） 

提出先：伊予市産業建設部環境政策課 

メールアドレス：kankyoseisaku@city.iyo.lg.jp 

※ 電子メールを送信した後に、環境政策課まで送信した旨の電話をすること。 

番号 提出書類名 提出上の注意 

１ 回答書（様式第１号） 

 

２ 
履歴事項全部証明書 

（原本） 

法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書。 

（最近3か月以内発行のもの） 

３ 

完納証明書（原本） 

又は 

納税証明書（原本） 

次の証明書を添付すること。 

（最近1か月以内発行のもの） 

ア．本市で課税がある場合（本市に本店・支店・営業

所・出張所等がある場合等） 

本市（税務課）が発行する完納証明書 

イ．上記以外の場合 

本店所在地の市町村等が発行する完納証明書又

は法人市町村民税の納税証明書 

ただし、本店所在地が東京２３区内の場合は、都

税事務所が発行する法人住民税納税証明書 

４ 

法人税、消費税及び地

方消費税の納税証明書

（原本） 

（未納の税額がないこ

との証明）その３の３ 

申告している税務署が発行する納税証明書。 

（最近1か月以内発行のもの） 

５ 

最新決算年度の財務諸

表類（貸借対照表及び

損益計算書の写し） 

 



4 

 

⑶ 回答及び公表 

提出された質問への回答は、令和６年３月２７日（水）までに本市ホームペー

ジ（http://www.city.iyo.lg.jp）内で公表する。なお、回答への問い合わせ及び

異議申立ては一切受け付けない。 

 

８ 事業者の選定等 

市は、伊予市プロポーザル審査委員会の審査を経て、本事業を受託するに最も適

した事業者を選定するものとする。 

⑴ 市は、参加資格条件の審査を行い、参加資格条件を満たす事業者を対象とし

て、回答書の内容について、別紙評価基準書に基づき審査を行い、評価点の合計

得点が最も高い者を事業者として選定する。 

⑵ 参加申込者が 1者のみの場合の取扱い 

参加申込者が 1者のみの場合であっても審査は実施し、獲得した評価点の平均

が普通以上と判断できる場合は、事業者として選定する。 

⑶ 選定を行う上で疑問点や確認事項が発生した場合は、事業者へ確認を行うこと

とする。なお、選定内容及び結果についての異議は認めない。 

⑷ 選定結果は採否に関わらず、令和６年４月上旬を目途に電子メールで通知す

る。 

 

９ 協定の締結 

 上記８の審査により選定された事業者は、本事業の実施に関し、協定書により速

やかに本市と協定を締結することとする。 

基本協定については概ね３年程度、ＥＶ設置の際には、個別に協定を締結するも

のとし、本市と事業者との協議において決定するものとする。 

 

10 スケジュール 

⑴ 募集開始 

令和６年３月２１日（木） 

⑵ 募集に関する質問の受付 

令和６年３月２１日（木）～ 令和６年３月２６日（火）１７時まで 

⑶ 回答書等の提出締切 

令和６年３月２９日（金）１７時必着 

⑷ 結果等の通知 

令和６年４月上旬（予定） 
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11 本プロポーザルを辞退する場合 

 本プロポーザルを辞退することとなった場合は、速やかに辞退届（様式第３号）

を持参又は郵送（簡易書留に限る。）により所管課（環境政策課）へ提出すること。 

 なお、辞退は自由であり、辞退しても以降における不利益な扱いはない。また、

郵送する場合は、事前に所管課まで連絡すること。 

 

12 留意事項 

⑴ プロポーザルへの参加に要する全ての経費は、参加者の負担とする。 

⑵ 提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。 

⑶ 提出された書類等は返却しない。 

⑷ 提出された書類等は、審査及び説明のために、その写しを作成し、使用するこ

とができる。 

⑸ その他、本実施要領に記載されていない事項で必要があるときは、所管課にお

いてその対応を決定する。 

⑹ 提出された回答書等の著作権は、原則当該事業者に帰属する。ただし、採用し

た回答書等の使用権は伊予市に帰属する。  

⑺ 事業者は、回答書の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意したものとす

る。 

 

13 所管課 

〒799-3193 

伊予市米湊 820番地 庁舎 2階 

伊予市産業建設部環境政策課  

TEL：089-909-6338 

FAX：089-982-1234 

メールアドレス：kankyoseisaku@city.iyo.lg.jp  

 


